
理

由

自
然
災
害
に
対
す
る
土
地
改
良
施
設
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
農
用
地
の
利
用
の
集
積
を
促
進
す
る
た
め
、
農

業
用
用
排
水
施
設
の
豪
雨
対
策
を
目
的
と
し
た
急
施
の
防
災
事
業
の
実
施
、
農
地
中
間
管
理
機
構
が
賃
借
権
等
を
取
得
し
た
農

用
地
を
対
象
と
し
た
土
地
改
良
事
業
の
拡
充
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。


